
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１月２０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月２５日（日） １０時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県豊岡市円山川の港大橋付近  

猿ケ城灯台から真方位２１５°１,８７０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３８.５′ 東経１３４°４９.６′） 

事故調査の経過 平成２２年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 王将
おうしょう

、５トン未満 Ａ モーターボート 

 船舶番号、船舶所有者等 ２５１－１９０５２兵庫、個人所有 

６.３９ｍ（Lr）×２.１０ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

ガソリン機関、５１.４９kＷ、平成１３年２月  機関、出力、進水等 

Ｂ モーターボート ＨＡＭＡＫＩＹＵ
は ま き ゆ

、５トン未満 

２５１－１８２３７兵庫、個人所有 

５.５８ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２９.４２kＷ、平成１０年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免 許 登 録 日 昭和５０年２月６日 

 免許証交付日 平成２１年３月２５日 

        （平成２７年３月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免 許 登 録 日 平成１２年９月１１日 

 免許証交付日 平成２１年１２月７日 

        （平成２７年９月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾ブルワーク損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、円山川の係留地から同川の右岸寄りを

河口に向けて、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東

進した。 

船長Ａは、円山川に架かる港大橋付近に差し掛かったとき、左舷前方５０

ｍ以上離れたところにＢ船を視認し、Ｂ船とはかなり距離が離れているの

で、同じ橋脚間を通過することはないと思い、Ｂ船の右舷側を追い越す態勢

で右岸側の橋脚間に向けて航行した。 
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Ａ船は、港大橋に接近したころ、船長Ａが、同橋上で釣っている人の釣糸

が垂れ下がっていることがあるので、釣糸を探すことに気を取られ、左舷側

の見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に接近していることに気付かず

に航行中、平成２２年４月２５日１０時５０分ごろ、港大橋の直下におい

て、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗船し、円山川河口の右岸寄りを約１０.５kn

の速力で、日本海に向けて北東進した。 

Ｂ船は、港大橋の右岸側の橋脚間に向けて航行し、船長Ｂが、後方の見張

りを行っていなかったことから、右舷後方から接近するＡ船に気付かずに航

行中、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 なし 

 その他の事項  船長Ａは、これまでも港大橋の下を通過する際、港大橋上で釣っている人

の釣糸が垂れ下がっていることがあり、また、釣具がＡ船に向けて投入され

た経験があることから、港大橋の下を航行する際には、釣人や釣糸の有無に

注意を払っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、円山川の港大橋付近を河口に向けて北東

進中、船長Ａが、左舷前方のＢ船とはかなり距離が

離れているので、同じ橋脚間を通過することはない

と思い込み、同橋から垂れ下がっている釣糸を探す

ことに意識を集中し、Ｂ船に対する適切な見張りを

行っていなかったことから、Ｂ船に接近しているこ

とに気付かずに航行し、衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、円山川の港大橋付近を河口に向けて北東

進中、船長Ｂが、後方の適切な見張りを行っていな

かったことから、右舷後方から接近するＡ船に気付

かずに航行し、衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、両船が円山川の港大橋付近を河口に向けて北東進中、船長Ａ

が、Ｂ船に対する適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが、後方の適切な見

張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 




